
 

 

川崎市民間保育所定員超過補助者雇上費補助金交付要綱 

 

２９川こ保第３５１号  

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項の規定に基

づき設置する保育所（以下「保育所」という。）において、低年齢児の更なる定員を超え

た受入れ（以下「定員超過受入れ」という。）を行った場合に、保育士の負担軽減を図る

ことを目的に、子どものための教育・保育給付費等の支給対象となる職員以外に保育補助

者を雇い上げる費用に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる保育所） 

第２条 この補助金の交付の対象となる保育所は、年度初日時点（年度途中に開所する保育

所においては、開所日時点。以下「基準日」という。）で１歳から２歳までの合計利用児

童数が１歳から２歳までの合計利用定員数に対し、１０８％以上（算出に当たっては、小

数点第１位以下を切り捨てるものとする。）の定員超過受入れを行っている保育所とする。

ただし、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年川崎市条例

第５６号）第４５条及び川崎市民間保育所の認可・運営基準に関する取扱要綱第４条に規

定する乳児室又はほふく室の面積、保育室又は遊戯室の面積の基準により、当該割合の定

員超過受入れが困難な場合には、その面積の基準の範囲内で可能な限りの定員超過受入れ

を行っている保育所とする。 

２ 保育所の関与しえない事由により基準日に前項に規定する定員超過受入れとならない保

育所で、基準日の翌々月初日までに前項の基準を満たした場合は、この補助金の交付の対

象の保育所とすることができるものとする。 

（対象となる保育補助者） 

第３条 この補助金の交付の対象となる保育補助者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも

該当する者とする。 

（１）保育士資格を有していない者 

（２）保育に関する４０時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能がある 

と市長が認めた者 

（３）年度当初から１歳から２歳までの利用定員を超えた受入れの保育補助に当たる者 

（４）年度を通じて子どものための教育・保育給付費等の支給対象とならない者 

（補助金交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、別表に定める対象となる経費と補助基準額とを比較して少

ない方の額とする。 

２ 前項の規定により算出した金額に、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

（補助金の交付の申請） 

第５条 この補助金の交付の申請をしようとする者は、川崎市民間保育所定員超過補助者雇

上費補助金交付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 



（１）実施計画書 

（２）収支予算書 

（３）各保育室及び屋外遊技場の面積が分かる図面の写し 

（４）雇用契約書、労働条件通知書その他の雇用条件が分かる書類の写し 

（５）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第６条 市長は、前条に規定する交付の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と

認めるときは、補助金の交付を決定するとともに、その結果を通知するものとする。 

２ 前項の規定により決定した補助金の交付は、補助金の交付の申請をした者が保育補助者

の雇上げを円滑に行えるよう概算払いとすることができるものとする。 

（補助金の変更交付） 

第７条 この補助金の交付を受けた者は、対象となる経費の額の変更により、交付額に変更

が生じる場合には、川崎市民間保育所定員超過補助者雇上費補助金変更交付申請書（第２

号様式）に第５条第１号から第５号までのうち変更内容が確認できる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

２ 前条第１項の規定は、前項の場合において準用する。 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第８条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずるものとする。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行った 

指示若しくは命令に違反したとき。 

（実績報告） 

第９条 この補助金の交付を受けた者は、対象となる保育補助者の雇上げの実施期間終了後

直ちに、川崎市民間保育所定員超過補助者雇上費補助金実績報告書（第３号様式）に次の

各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）実施報告書 

（２）収支決算書 

（３）賃金台帳、給与明細書その他の雇用実績が分かる書類の写し 

（４）子育て支援員研修修了証の写し又は保育補助者実習等修了証明書 

（５）その他市長が必要と認める書類 

（委任） 

第１０条 この要綱及び川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３年川崎市規則第７

号）に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来局長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月１７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 



 

 

   附 則 

 この要綱は、令和元年１２月２７日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年２月２日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年８月１１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年３月１６日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年６月７日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年１月２６日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年１２月４日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

別表（第４条関係） 

対象となる経費 補助基準額 

保育補助者の雇上げに必要な報酬、

給料、手当、賃金、共済費等 

1． 利用定員が１２１人未満の施設の場合、１か所

当たり年額２，３０９，０００円とする。 

2． 利用定員が１２１人以上の施設の場合、１か所

当たり年額４，６１８，０００円とする。 

 


